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山本地域振興局庁舎冷暖房設備保守点検業務委託特記仕様書

１ 委託業務の内容

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）及び関係法令に基づき、山

本地域振興局庁舎に設置されている冷温水発生機やクーリングタワー等の冷暖房設備（以下「機器等」と

いう。）についての保守点検業務を委託する。

２ 設置場所

（１）名 称 山本地域振興局庁舎

（２）住 所 秋田県能代市御指南町１番１０号

（３）延床面積 ３，３４９．５０㎡

（４）用 途 事務所

３ 機器等の概要

（１）冷温水発生機 矢崎エナジーシステム社製、型式：CH-MG80H、２基タイプ

（２）冷却塔 空研工業社製、型式：SKB-160GS、１基

（３）ポンプ類 川本製作所社製、冷却水ポンプ１基、冷温水ポンプ５基

（４）ファンコイルユニット 木村工機社製、１４５台

（５）全熱交換機 三菱電機社製、７５台

（６）自動制御機器 山武社製、中央監視盤１式

（７）計測機器 工技研究所社製、油面計・排煙濃度計等１式

（８）配管及び電気系統等 上記(1)から(7)までの機器が正常に運転するために必要となる配管、ダク

ト、電気系統等付属物一式を含む。

４ 冷暖房運転の切替時期

冷房・暖房の運転期間及び切替作業は次の期間を目安とし、担当職員の指示により実施すること。

（１）冷房運転期間〔 ７月～９月〕※切替作業〔 ６月中〕

（２）暖房運転期間〔１１月～３月〕※切替作業〔１０月中〕

５ 委託業務の実施

（１）通常保守及び点検

① ６月及び１０月に実施する冷暖房の切替作業に伴い、機器等に不良箇所がないか総点検を実施し、

作動状況を確認すること。

なお、点検の日程については、事前に担当職員と協議の上、実施すること。

② 冷却塔については、集水槽及び散水装置等の内部清掃を実施し、諸装置に必要な薬剤を注入する

こと。このほか、関係機器類の維持管理に必要な措置及び整備を行うこと。

③ 冷房及び暖房運転を行っている期間中に、それぞれ１回、機器全般の作動状況に不良箇所がない

か、目視で確認すること。

④ 上記の点検及び整備作業に必要なオイル等の消耗品、パッキン等の補修用小材料は全て受注者が

負担するものとし、それ以外の交換を要する部品や大規模な修繕が発生した場合の経費は発注者が

負担する。

⑤ 総点検に伴う報告書（様式任意）については、点検終了後に速やかに提出すること。

（２）緊急保守

① 機器等に異常が生じたときは、担当職員の通報により、速やかに緊急保守を実施すること。

② 緊急保守を実施する際は、異常の原因を調査し、速やかに復旧措置を講じ、担当職員へ措置状況

を報告すること。

６ 主任技術者の配置

委託業務の実施に当たっては、技術上の管理をつかさどる主任技術者を置くものとする。この主任技術

者は、県が発注する庁舎等の維持管理業務に係る競争入札に参加する資格審査の申請書に添付した技術者

経歴書へ記載した者とし、契約締結後に速やかに氏名及び資格等を記載した書面（様式任意）を提出する

こと。
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７ 再委託等の事前承諾

再委託をする場合は、再委託する相手方の商号又は名称、代表者職氏名、業務内容及び再委託の金額

を記載した書面（様式任意）を提出し、事前に発注者の承諾を得るものとする。

８ その他の提出書類

（１）履行期間中、４月から９月までを上期分、１０月から３月までを下期分として、業務が完了した期

日等を記載した完了報告書（様式任意）を作成し、契約書第２２条第１項に記載された期限内に提出

すること。

（２）委託業務の履行期間が終了したときは、委託業務完了通知書（様式任意）を速やかに提出すること。

９ その他

委託業務の実施に当たって疑義が生じた場合は、担当職員へ協議するものとする。


